
○11月９日の第25回国家戦略特区諮問会議での議論を受け、養父市における、国家戦略特区を活用した
規制改革等を推進するため、内閣府及び養父市による上記共同事務局を、平成28年12月２日付で設置
する。事務局長及び構成員は以下のとおり。

〇上記共同事務局は、「国家戦略特区ワーキンググループ」と密接に連携・協力するものとし、関係者
は必要に応じ、参画できるものとする。

○上記共同事務局の会議の開催に当たっては、テレビ会議システムなどを有効活用する。

事務局次長：養父市 国家戦略特区・
地方創生担当部長
以下、６名の構成員

事務局次長：内閣府 地方創生推進事務局
審議官（国家戦略特区担当）
以下、５名の構成員

【組織図】

養父市特区推進共同事務局（案）

養父市（７名） 内閣府（６名）

事務局長：秋山 咲恵
国家戦略特区ワーキンググループ委員
（株式会社サキコーポレーション代表取締役社長）

アドバイザー
光多 長温

公益財団法人都市化研究公室理事長
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連携・協力
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養父市（７名） 内閣府（６名）

養父市特区推進共同事務局 構成員 （別紙）

事務局長 秋山 咲恵

企画調整官 竹内 重貴
参事官補佐（企画班長） 坂井 潤子
国家戦略特区法令担当 大本 裕一
国家戦略特区企画班 猿橋 香子

同 上 中村 将道

企画総務部 部長 藤本 浩一郎
国家戦略特区・地方創生課

課長 谷 徳充
同 参事 小泉 亮輔
同 主幹 余根田 一明
同 課員 上垣 真奈美
同 課員 小林 憲斗
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事務局次長
養父市 国家戦略特区・地方創生担当

部長
藤山 健人

事務局次長
内閣府 地方創生推進事務局審議官

（国家戦略特区担当）
藤原 豊
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